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平成28年（2016年）

自動交付機

基本計画とまちづくり長期計画 公共施設等総合管理計画

ケーブルテレビの広報番組

区有施設の総合的かつ計画的な管理に

関する基本的な方針を定めます

「新宿力」で創造する、やすらぎとにぎわいのまち

がまとまりました
公共施設等総合管理計画【素案

（都市マスタープラン・
まちづくり戦略プラン）
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学童クラブ 29年4月から
利用するお子さんを募集

新たな総合計画等の策定に向
けてご意見をお寄せください

　
区
民
の
皆
さ
ん
が
公
共
の
場
所
を
快
適
に
通
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、「
新
宿
区
路
上
等
障
害
物
に
よ
る
通
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の
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条
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」
を
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定
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、
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に
施
行
し

ま
す
。

区
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
是
正
指
導
し
て
い

ま
す
が
、
今
後
も
条
例
に
基
づ
き
、
駅
周
辺
や
繁
華
街
を
中
心
に
、

地
域
の
皆
さ
ん
や
警
察
・
道
路
管
理
者
と
連
携
し
、
路
上
等
障
害
物

に
よ
る
通
行
の
障
害
の
防
止
に
取
り
組
み
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
通
行
の
障
害
と
な
る
看
板
・
商
品
陳
列
台
な
ど
は
道

路
に
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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区区
民民
等等
のの
責責
務務

　　
区区
民民
のの
皆皆
ささ
んん
やや
事事

業業
者者
（（
店店
舗舗
等等
））
はは
、、
路路
上上

等等
にに
通通
行行
のの
障障
害害
とと
なな

るる
看看
板板
やや
商商
品品
陳陳
列列
台台

なな
どど
をを
設設
置置
まま
たた
はは
放放

置置
しし
てて
はは
いい
けけ
まま
せせ
んん
。。

1122月月11日日
施施行行

道
路
は
き
れ
い
に
使
い
ま
し
ょ
う

　
不
要
な
家
具
・
電
化
製
品
等
の
不
法
投
棄
や
、
置
き
看
板
・
商
品
陳

列
台
の
道
路
へ
の
掲
出
な
ど
の
不
正
行
為
は
、
ま
ち
の
美
観
を
損
ね

る
だ
け
で
な
く
、
歩
行
者
や
車
両
の
通
行
の
妨
げ
と
な
り
、
交
通
事

故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
条
例
の
目
的
で
あ
る
「
快
適
に
通
行
で
き

る
道
路
」
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
一
人
一
人
が
ル
ー
ル
を
守
り
、
道

路
を
き
れ
い
に
使
う
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

▼
指
導

　
区
長
は
、
路
上
等
障
害
物

を
設
置
・
放
置
し
た
者
に
対

し
、
こ
れ
を
除
去
す
る
よ
う

指
導
で
き
ま
す
。

▼
勧
告

　
区
長
は
、
指
導
を
受
け
た

者
が
路
上
等
障
害
物
を
設
置
・

放
置
し
て
い
る
と
き
は
、
直

ち
に
除
去
す
る
よ
う
勧
告
で

き
ま
す
。

※
勧
告
時
に
、
路
上
等
障
害

物
を
繰
り
返
し
設
置
・
放
置

し
、
除
去
し
て
い
な
い
と
き

は
、
区
が
こ
れ
を
除
去
す
る

こ
と
に
同
意
す
る
よ
う
求
め

ま
す
。

▼
除
去
・
一
時
保
管

　
勧
告
を
受
け
た
者
が
路
上

等
障
害
物
を
除
去
し
て
い
な

い
と
き
は
、
区
長
は
こ
れ
を

除
去
し
、
一
時
保
管
す
る
措

置
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

★
路
上
等
障
害
物
を
発
見
し
た
時
は
、
区
が
指
導
・
勧
告
し
ま
す

★
繰
り
返
さ
れ
る
場
合
は
、
区
が
除
去
・一
時
保
管
し
ま
す

区区
長長
のの
責責
務務

　　
警警
察察
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やや
関関
係係

行行
政政
機機
関関
・・
地地
域域
団団

体体
とと
連連
携携
しし
、、ここ
のの

条条
例例
のの
目目
的的
をを
達達

成成
すす
るる
たた
めめ
のの
施施

策策
をを
推推
進進
しし
まま
すす
。。
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例例

のの
目目

的的

　　
路路
上上
等等
障障
害害
物物
にに
よよ
るる

通通
行行
のの
障障
害害
をを
防防
止止
すす
るる

たた
めめ
にに
、、
区区
長長
とと
区区
民民
のの
皆皆

ささ
んん
やや
事事
業業
者者
（（
店店
舗舗
等等
））

のの
責責
務務
をを
明明
らら
かか
にに
しし
、、
皆皆

ささ
んん
がが
公公
共共
のの
場場
所所
をを
快快

適適
にに
通通
行行
すす
るる
ここ
とと
がが
でで

きき
るる
よよ
うう
にに
しし
まま
すす
。。
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公
共
の
場
所
の
適
正
な
利
用
を
阻
害

す
る
も
の
で
、
容
易
に
移
動
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
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路
上
に
許
可
な
く
置
か
れ
た
看
板
・
商

品
陳
列
台
な
ど
の
路
上
等
障
害
物
は
、
歩

行
者
や
自
転
車
が
ぶ
つ
か
っ
て
け
が
を

す
る
ほ
か
、
緊
急
車
両
が
通
行
で
き
な
く

な
る
な
ど
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

平成29年度予算見積もりの
概要をお知らせします

新たな総合計画 等の策定に向けて皆さんのご意見をお寄せください

【骨子案】

路上等障害物の設置者へ
除去するよう指導します

指導状況

指導後



ジャマだわ…

あぶない！！

通りにくいわ…
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